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電力・ガス取引監視等委員会 第３５回 制度設計専門会合 

議事録 

１．日時：平成３０年１２月１７日（月）１３：００～１５：０５ 

２．場所：経済産業省経済産業省本館１７階国際会議室 

３．出席者： 

稲垣座長、林委員、圓尾委員、安藤委員、岩船委員、大橋委員、草薙委員、新川委員、武

田委員、辰巳委員、松村委員 

 

（オブザーバー） 

＜ガス＞ 

押尾信明石油連盟常務理事、佐藤美智夫東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役、

沢田聡一般社団法人日本ガス協会専務理事、内藤理一般社団法人全国ＬＰガス協会専務理

事、籔内雅幸一般社団法人日本コミュニティーガス協会専務理事、笹山晋一東京ガス株式

会社常務執行役員、太田哲生消費者庁消費者調査課長、野原潤一消費者庁消費者調査課長

補佐、塚田益徳公正取引委員会調整課長、鈴木健弘公正取引委員会調整課課長補佐、下堀

友数資源エネルギー庁ガス市場整備室長 

＜電気＞ 

大谷真哉中部電力株式会社執行役員販売カンパニー事業戦略室長、國松亮一一般社団法人

日本卸電力取引所企画業務部長、佐藤悦緒電力広域的運営推進機関理事、白銀隆之関西電

力株式会社執行役員送配電カンパニー企画部担任、谷口直行株式会社エネット取締役営業

本部長兼低圧事業部長、中野明彦ＳＢパワー株式会社取締役兼ＣＯＯ、福田光伸九州電力

株式会社コーポレート戦略部門部長（エネルギー戦略担当）、下村貴裕資源エネルギー庁電

力産業・市場室長、鍋島学資源エネルギー庁電力基盤整備課電力供給室長、山崎琢矢資源

エネルギー庁新エネルギー課長 

 

４．議題： 

（１） ガスの卸市場の活性化について 

（２） 電気の卸市場の活性化について 
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○都築総務課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまより、電力・ガス取引監

視等委員会第35回制度設計専門会合を開催いたしたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、本日もご多忙のところご出席を賜りまして、まことに

ありがとうございます。 

 本日ですが、２部構成といたしまして、第１部として、ガスに関する議題について検討

を行い、第２部として、電力に関する議題について検討を行うことといたしたいと思いま

す。途中、オブザーバーの皆様にご交代をお願いすることになろうかと思います。 

 また、大橋委員から、ご都合により途中でご退席される旨、あらかじめご連絡をいただ

いております。 

 それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。 

 以降の議事進行は稲垣座長にお願いいたしたく存じます。よろしくお願いいたします。 

○稲垣座長  皆さん、こんにちは。寒い中、ありがとうございます。 

 本日の議題は、議事次第に記載した４つでございます。本日は15時ころの終了を見込ん

でおります。本日の議論の時間を確保するため、事務局、オブザーバーからの説明はでき

るだけコンパクトにお願いいたします。また、本日の議事の模様はインターネットで同時

中継も行っております。 

 それでは、最初の議題、ガスの卸市場の活性化について、事務局から説明をお願いいた

します。資料３でございます。 

○木尾取引制度企画室長  資料３、ガスの卸取引に関する競争の促進についてというこ

とでご説明させていただきます。 

 まず、私ども、この制度設計専門会合でご議論いただいたことについて振り返りをして

ございます。３項目紹介させていただいてございますけれども、逆流託送の実現、ＬＮＧ

基地第三者利用制度の利用促進、あるいはスイッチング業務等の標準化というところにつ

いて本専門会合において議論していただいてきたということでございます。具体的中身を

３～５ページのほうにご紹介させていただいてございます。 

 その上で、今後というところでございますけれども、公平な取引環境の整備に向けて取

り組んできている一環として、卸分野について今後同様の方向で検討していくことが必要

であるということで、具体的には７ページ目でございます。「ガス卸取引に関する検討状況」

として、規制改革推進会議の提言、実施計画をご紹介させていただいてございます。あわ

せて、エネ庁の「ガスＷＧにおける卸取引に関する検討の方向性」というものを７ページ
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目に紹介させていただいてございます。 

 若干６ページのほうに行ったり来たりで恐縮でございます。６ページのほうを改めて申

し上げますと、施策の中身としては、卸、小売、託送・保安という形で分類できるかなと

思ってございますし、あるいは横軸のほうでございますが、市場への、一種、参入促進、

あるいは参入障壁といったような議論と、参入してからの公平な取引環境の整備という２

軸の議論があり得るのかなと思ってございますけれども、従来取り組んできたことでいう

と、この赤字のほうに記載させていただいてございます。あわせて、エネ庁、あるいはエ

ネ庁の他機関で検討していることについて黒字で示させていただいてございますけれども、

今後１つ取り組むべき分野として、この不当な、不公正な取引慣行の是正ということが挙

げられるのではないかということでございます。 

 それで、８ページでございます。今般の規制改革推進会議の議論等も踏まえて、今後、

ガスの小売取引のみならず、ガスの卸取引についても適正な競争を促すと、競争政策の観

点から卸取引の適切なあり方について検討することとしてはどうかという形で提案させて

いただいてございます。 

 その上で、本日は、まず現在のガス卸取引の事業環境、卸契約の取引環境を私どもが現

時点で把握している範囲において紹介させていただいた上で、今後の検討方針についてご

議論いただきたいということでございます。 

 その上で、10ページ以降、15ページまで、各地域ごとの競争の具体的な状況について紹

介させていただいております。 

 それをまとめたページが16ページで、ガスの卸取引がどういう条件のもとで現時点で競

争が発生しているのかというところについてまとめてございます。具体的に申し上げます

と、赤い囲みでくくってございますけれども、①、②といったような複数の卸売業者が保

有するＬＮＧ基地等と、供給地域の導管が複数の供給地域をまたがずに、あるいはまたい

で接続されているエリアにおいて、現状、競争が発生しているということかなと理解して

ございます。 

 その上で、18ページ以降、18、19、20と現時点で私ども事務局においてヒアリング等で

把握しているガスの卸契約の取引慣行について紹介させていただいております。 

 18ページでございますけれども、契約形態としては、基本契約と年次契約の２種類が存

在する。あるいは、次の箱でございますけれども、基本契約については複数年での契約期

間となることが多く、中には10年を超えるような契約も存在する、あるいは途中に解約し
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た場合については、補償金ないし違約金等の支払いが課される、そういう場合もあるとい

ったようなことを紹介させていただいております。 

 それで19ページ、20ページについて、こういう取引慣行について賛否両論があるという

ことを紹介させていただいております。 

 最後でございますけれども、22ページ、「今後の検討方針」ということでのご提案でござ

います。適正な卸取引の環境を整備する、卸市場における競争を促進するという観点から、

今後、違約金による競争を歪める可能性があるような取引慣行を念頭に置きつつ、公正な

取引のあり方について検討を必要に応じて行うこととしてはどうかということでございま

す。 

 そのために、まずはアンケート等を活用して事業者への調査を実施し、取引慣行の実態

を明らかにする。その上で、取引慣行の合理性の有無程度、あるいは近年の変化ですね。

例えばＬＮＧについて伝統的には長期契約で調達するということでございますけれども、

ＬＮＧスポット市場の発達がどのように影響を及ぼしているのか、あるいは卸電力取引所

のほうで余ったガスを発電することに使うということの可能性等々を踏まえて、その必要

な措置を今後検討するということでございます。 

 その上で調査対象でございますけれども、ガスの卸競争が発生している、あるいは今後

発生するであろう可能性がある類型の①、②、先ほど紹介させていただきましたが、複数

のＬＮＧ基地が事業者で保有されていると。そういうエリアについて中心に選定していく

ということかなと思ってございます。 

 なおということで、ガスの小売市場についても同様の取引慣行があるという指摘もござ

いますけれども、まずは卸市場の取引慣行について検討を行い、その検討結果を踏まえて

小売市場の取引慣行についても必要な検討を行うこととしてはどうかということを提案さ

せていただいてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、１時半をめどに自由にご議論いただきたいと思います。ポイントは、資料３

の22ページ、「今後の検討方針」ということで、ガスの卸取引に関する競争の一層の促進の

ための取引慣行の調査、それから措置の検討ということを今後の検討方針のように進めて

いきたいということでございます。ご教授をお願いいたします。 

 草薙委員、お願いします。 
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○草薙委員  ありがとうございます。 

 まず、スライド13のところから、私としまして感想をもちましたので申し述べさせてい

ただきたいと思います。このリード文の２つ目のポツですけれども、「みなし小売事業者の

中には、ＢＣＰ対応等の理由から複数の卸売事業者から卸供給を受ける事業者も一定程度

存在する」ということで、複数の卸売事業者から卸供給を受けるのがこの程度ということ

であるとするならば、これがメインの理由で複数の卸売事業者から卸供給を受け入れてい

るだけであれば、競争政策の観点からは甚だ物足りない話ではないかと考えます。 

 同一の導管を用いて複数の卸売事業者が供給を行う事例がたくさん出てきてこそ卸取引

の競争環境はまともなものになると考えますので、ぜひこのような、非常に物足りない状

態から脱していただく、そのための措置を講じていただくものであっていただきたいと願

います。 

 そして、具体的な話ですけれども、20番のスライドで、ガス卸契約の取引慣行に関する

課題の②で「最低引取量未達に伴う違約金」という問題が提示されてきております。ここ

のリード文で、まず、卸供給を受ける小売事業者からは、違約金の水準が高過ぎる。こう

いうことで契約量を結局低目に設定せざるを得ないということを指摘されております。一

方、２つ目のポツですけれども、卸売事業者からは、卸供給を受ける事業者との交渉状況

をみる限り、現行、この水準は妥当であるとみておられます。ということは、卸取引の両

当事者が真逆の意見をもっているという状況で、ここは非常に丁寧にみていっていただき

たいと思います。 

 現在、解約手数料は完全に自由に約定できる状態ではなく、競争促進の観点からも規制

を加えるべきだと思います。どのような手数料の水準が妥当かということについて丁寧に

議論していただくということではないかと思います。少なくともいえますのは、テイク・

オア・ペイ型の、予定された売上高に近い金額を回収するというような違約金はまさに競

争を排除するものでありまして、許容されないと思います。解約のときに発生する、例え

ば損害賠償程度のやむを得ない範囲で補償を求めるという程度であれば、これは許容でき

るのかなというのが率直な感想でございます。もちろん、もっと精査してみていく必要が

あると考えております。 

 そして、22番のスライドの「今後の検討方針」ですが、全面的に賛成させていただきま

す。特に３つ目のポツですけれども、調査対象について、ガスの卸競争が発生している、

あるいは発生する可能性がある類型①②エリアの主要な卸売事業者及び卸受事業者を中心
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に選定するというアンケートのあり方ですけれども、今回の資料３のスライドの11と16に

エリアとして具体名が明らかになっております。このような、①②のエリアにて主要な卸

売事業者及び卸受事業者を幅広くとっていただく、そして、場合によっては潜在的な事業

者も幅広くとっていただきまして、さまざまな意見を聞いていただきたいと願います。 

 特に卸売事業者には、まだやっていないけれども、託送供給をやってみたいエリアがあ

るとか、あるいはその規模感、あるいはＬＮＧ基地の第三者利用についての要望、こうい

ったものも含めて希望をとってみていただきたいと思います。そういう意味で、この22番

の２番目で書いております内容をいろいろと調査したいということですが、近年の変化と

いう部分で、ＬＮＧスポット市場の発達や卸電力取引所の流動性上昇といった例がありま

す。そのほかにも、例えばいわゆるプラットフォーム的なビジネスの増大とか、いろんな

変化がみられるところでございますので、さまざまな調査というものが有意義ではないか

と考えております。 

 そもそも託送供給約款をもつ一般ガス導管事業者は、ワンタッチ卸のみならず、自社の

導管に他社のガスを注入してもらうという仕組みを前提に約款をつくっておられたわけで

あります。現状はそういうことになっておらず、その成果がなかなか見込めないという事

業者が非常に多いということにほかなりません。国としても多くのエリアでそのような状

況が改善され、本格的な競争が起こるよう措置を講じていただくことができないか、ご検

討いただきたいところでございます。それが将来は取引所取引の実現ということにもつな

がっていくと考えます。最も上流の玉の調達ということが困難であり続けるのであれば、

ＬＮＧ、都市ガスともに国内取引所の創設ということも将来は考えていく選択肢ではない

かと考えております。 

 以上であります。 

○稲垣座長  多方面にわたるご指摘、ありがとうございました。 

 佐藤オブザーバー、お願いいたします。 

○佐藤（美）オブザーバー  ガスの卸取引に関して、新規参入者として、今までの当社

の営業実態を含めお話ししたいと思います。 

 まず、ガス会社間の卸取引でございますが、これについては民民の契約にのっとった相

対契約となっておりまして、託送に関するルール以外は原則、契約に関する規制はないと

いう状況でございます。 

 海外から自由にＬＮＧを調達できる旧一般ガス事業者と比べまして、国産天然ガスさえ
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受け入れることが難しい旧一般ガス事業者様は、限られた調達先からこの相対契約によっ

て原料を調達されております。加えて申し上げれば、これらの事業者様は多くのお客様を

もっております。このような事業者様の調達が規制の少ない民民契約のもとに取引されて

おり、本当に経済原則が働いているのか。もし働いていないとすると、今のルールは機能

しないということになります。ぜひ都市ガスをお使いの全てのお客様が自由化のメリット

を享受いただけるような仕組みになるよう調査・検討をよろしくお願いいたします。 

 次に卸契約の取引慣行についてでございますが、事務局資料にありますように、長期契

約、中途解約補償料、最低引取量未達に伴う違約金などがあるのが実情でございます。こ

れについては弊社の卸供給においても一部設定しておりますが、近年はＬＮＧ取引も一部

柔軟になっておりまして、短期契約やスポット取引も増えております。このような実情を

踏まえまして、弊社では一部契約内容の変更なども行っている実態もございます。弊社の

ような例もございますので、各契約内容が実態と合っているのかを踏まえ、調査いただけ

ればと思います。 

 また、各ガス会社様のお話をお聞きしますと、現状、取引関係が長く続いており、なか

なか卸先の切り替えが難しい、例えば匿名性が確保されればもう少し幅広に考えられるな

どのお話をお聞きすることもございます。卸取引が進まない理由として、取引慣行以外に

何があるのか、この辺も含めて調査をいただければと思います。 

 最後になりますが、当社は、ガス事業に参入する新規事業者様のために、ガスの卸供給

のみならず、保安や託送手続、機器販売などさまざまなサービスをワンパッケージで提供

する東京エナジーアライアンス株式会社をニチガス様と共同で立ち上げました。おかげさ

まで、現在、二次卸先を含め20社様と契約させていただき、既に５万件を超えるお客様に

ガスを供給しております。また、さらに新規参入をお望みの多くの会社様からお話をいた

だいております。今後の卸取引活性化の議論においては、このような実態を踏まえまして、

これらの仕組みを活用いただけるような制度設計をぜひよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 辰巳委員、お願いいたします。 

○辰巳委員  ありがとうございます。 

 22ページの「今後の検討方針」というところのこの方向で進めていただきたいと基本思

っております。ただし、卸を受ける側の人たちというのは非常に需要家に近いところにい
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ると理解しますもので、ぜひ本音でちゃんとやりとりをしていただきたいと思っておりま

す。料金の検討とかをした経験からは、やはり長期契約をするというのはメリットがとて

もあるということで、ただスポットが出てくるから、うまくスポットを組み合わせながら

長期契約を有効にしていくというのがいいのではないかというお話があったと私は理解し

ているのですね。 

 それで、きっとなのですけれども、卸受の側の人にとって、自分たちが被害というか、

こうむった悪い点、デメリットはどんどん意見として出てくると思うのですけれども、逆

に、きっとみえないメリットがあると思うのですね。社会的には往々にして、自分が得し

ていることは黙っていて、損していることをいうというのがとても多いと思いますもので、

メリットがあるのならメリットの点もきちんとお聞きいただきたいなと。それでもちろん

デメリットも聞いて、そこら辺でやはり公平にここで判断できるような形のヒアリングの

声をお聞きしたいなと思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  最初に聞くべきだったのですが、確認していいでしょうか。 

 きょうの論点は、かつての独占事業者であるそれぞれのエリアの旧一般ガス事業者に対

して卸供給するという市場限定の話なのか。新規参入者が新たに小売市場に入ってくるた

めに卸供給を受けることもあり得るわけですよね。それを卸市場と呼んでもおかしくはな

いのですが、両方を念頭に置いた話なのか。 

 特に後者のほうは、確かにご指摘のとおり、今エネ庁、ガスＷＧでも新たな制度設計を

考えているので、そちらをみてからということ、したがって、旧一般ガス事業者を受ける

のに限定するのでもおかしくはないと思うのですが、そう理解すればいいでしょうか。旧

一般都市ガス都市ガス事業者が買い手となる市場特有のものか、それを超えて一般的に卸

取引にいておかしな商慣行がないかを調べる意図なのか、どちらなのか。 

○稲垣座長  木尾室長、お願いします。 

○木尾取引制度企画室長  お答えさせていただきます。 

 この点もご議論いただければと思いますけれども、この紙に書かせていただいていると

ところでいうと、やや限定をして、まずは旧一ガスの方が受けている部分についての取引

慣行ということを念頭に置いておりまして、もし必要があれば新規参入者の部分について
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も将来的な検討事項になる可能性までは否定するものではないということでございます。 

○松村委員  ということは、ヒアリングも全て旧一般ガス事業者からヒアリングをした

結果がということですね。 

 ありがとうございました。それで、その上で、新規参入として文字どおり新たに入って

くる事業者も出てくるので、もちろん、エネ庁の議論を踏まえた後でというのは順番とし

て間違っていないと思いますが、こちらも重要だということはぜひ落とさないようにお願

いします。 

 次に違約金に関して、これは合理的だから問題ないとヒアリングで答えている事業者の

属性を知りたい。どういうことなのかというと、卸供給は受けているのだけれども、例え

ば東京ガスから卸供給を受けていて、東京ガスはそのエリアに進出していないというたぐ

いの事業者なのか。それとも、ある意味で小売でも競争している状況下の事業者なのか。 

 これはきょうの課題ではないとは思いますが、卸供給の切りかえが難しいという点に関

しては、ひょっとしたら、卸供給切りかえたら小売市場に入ってきてひどい目に遭うかも

しれないけど、例えば今つき合っているところから買い続ける限り入ってこない、だから

安心なんていう理由で切りかえられないということがあったとすると、きょうの論点でな

いようなところでとても重要なことが起こってくる。問題ないよといっている事業者が、

そういうなあなあの関係にあるところはいいといっているだけなのか。そうでなくて、あ

る意味で非常に厳しい競合関係にあるのにもかかわらずそういっているのかは意味が違う。

経営情報とかにもかかわりかねないのでなかなか難しいとは思うのですけれども、もし仮

に公開できなかったとしても、大丈夫だよといっているところが本当にそうかどうか、な

あなあで単にいっているだけなのかどうかは関心をもってみていただければと思います。 

 次に、違約金に関しては、合理的な水準でなければやはりおかしいということは、一般

論としていわなければいけない。ただ、合理的な理由があることも当然あり得るので、な

ぜ違約金がこんなについているのかについては、買っているほうがいいというだけでなく

て、どういう合理的な根拠なのかをぜひみていただきたい。 

 それから、小売にも同じような商慣行がということがいわれて、でも、きょうの課題で

はないということをいわれたので、きょういうべきではないのかもしれません。例えば最

低引取量みたいなものがあったとして、大口の消費者、小売で供給している事業者が急に

量を減らすのと、卸供給を受けている事業者が急に購入量を減らすのに関しては、ある意

味で同じような影響を与える。逆に、小売のほうにはそういう類いの厳しい違約金を課し
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ていないのに、卸売のほうだけに厳しい違約金を課しているとすると、やはりそれはなぜ

かということを聞きたい。 

 転売先が見つからなくて困るではないかというような類いのことなら、それはどっちだ

って同じはず。もちろん、それをそろえるために今までなかった小売のほうでも違約金を

つけてくれといっているのでは決してないのだけれども、今まで大口の消費者に関してそ

ういう違約金を課さないでもちゃんとやってこれたのに、何で卸供給のほうだけというこ

とがもしあるならば、きょうの議題でないことはわかりますが、あわせて今後注視して、

本当に理由があるかどうかをみていただければと思いました。 

 

○稲垣座長  ありがとうございます。草薙委員からもご指摘がありましたし、松村委員

からもご指摘がありました。調査については綿密に視野を広げるということと、論理構造

だけでなくて、その論理的な構造を支える判断、それから、その判断を基礎づける事実ま

できちっと目配りをして、ここでちゃんとした議論が行えるような調査をしてほしいとい

うことであろうかと思います。 

 

 沢田オブザーバー、お願いいたします。 

○沢田オブザーバー  ガス協会の沢田でございます。 

 ガス卸契約の取引慣行に関しまして、長期契約の少し現状や背景について発言させてい

ただきたいと思います。 

 卸供給の長期契約は、事務局資料の19ページにも記載がありますとおり、卸受事業者は

短期契約と比較し、その内容を理解した上で自らの判断で選択されており、卸売事業者、

卸受事業者の双方のニーズが合致した結果ともいえるのではないかと思います。 

具体的な背景として、卸売事業者は、安定的かつ低廉なＬＮＧ確保のため、長期契約を

中心に長短の契約を組み合わせた調達を行っております。一方で、卸受事業者は小売事業

者として安定供給の観点から供給力の確保を求められております。長期契約は、卸売事業

者、卸受事業者の双方の事業安定に寄与しており、ガスの安定調達、安定供給、ひいては

お客様のメリットにつながるといった側面があるといったことについてもご理解いただけ

ればと思っております。 

 いずれにいたしましても、今後、競争を不当に歪めるおそれのある卸取引慣行を調査し、

検討していただく際には、こうした個々の事例の目的ですとか背景といったことも十分に
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把握していただきますよう、私からもよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 松村委員、お願いします。 

○松村委員  今の点について異議をいうわけではないのですが、当然わかっていること

だと思うので、もう一回確認させてください。この類いの違約金が売り手と買い手の双方

が合意していれば問題ないなどということは絶対にありません。売り手がよいといい、買

い手がよいといい、それぞれメリットがあったとしても、競争制限的になることは十分あ

り得る。だから、ある種、強行法規的に違約金だとかをみていることは決して忘れないよ

うに。買い手もいいといっていることが常に抗弁になるのでないことはきちんと理解して

いただきたい。 

 それから、買い手のほうとしても、２年間は供給してくれるけれども、その後供給して

くれなくなるなんていうことになったら困ります。事業できませんというので、長期契約

を望むことは当然あり得ると思います。問題は、期間が長いことが問題なのではなく、違

約金が高いということが問題になっている。買い手のほうがその長期契約によって利益を

得られることに関して一概に否定するものではないことは当然のことだと思います。 

 

○稲垣座長  それは今の沢田さんの意見の中でも、事情としては理解を忘れないように

してほしいと。あくまでも事実に基づく議論ができるような調査をしてほしいと、こうい

うことですよね。だから、同じ視線に立って、よりよい事実を把握して、きちっとした議

論ができるように協力していくということだろうと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。ほかにご意見は。 

 大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員  １点だけですが、今回の22ページ目の内容は、現在の卸市場の取引に、取

引慣行含めて合理性があるかどうかということの確認をされるということで理解していま

す。卸取引の流動化を促すためにというところ、いろんな施策もあるし、その流動化の目

的というか、目指すところがどこなのかというところによって、もはや長期契約をなくし

たほうがいいみたいな極論まで出てきかねないのかなという感じがする観点でいうと、現

在の取引契約の中に、きちっと合理性が認められるものがあるかどうかということを調べ

られるという理解でいます。 
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 何がいいたいかというと、アンケート調査しかないのであれですけれども、多分、長期

契約はディスカウントとかいろいろメリットもあるのかなあという感じも、通常だと、携

帯電話とかそのようなところとの並びで考えると、メリットもあるのだろうなという感じ

もするし、他方で、囲い込みみたいなことが本当に起こっているのだとすると、これは問

題であると。他方で、ネットワークが必ずしもつながり切ってないところもあると思うの

で、そこのあたりも勘案しなければいけないということだと思います。合理性の判断とは

なかなか難しいなあという気もするにはするのですけれども、事業者の側で、この取引慣

行に不合理な点がないということも、きちっと説明していただく必要というのはあるのか

なあという感じがいたしました。 

 

 コメントですけれども、よろしくお願いします。 

○稲垣座長  安藤委員、お願いします。 

○安藤委員  今の大橋委員の発言について一応確認ですけれども、合理性というのを聞

くというのは、先ほど松村委員もおっしゃっていますけれども、当事者にとって利益にな

るから合理的だというのが合理性でなくて、ここで確認しようとしているのは、社会全体

にとって望ましいものかという視点からということの確認ですよね。それは当事者が合理

的だと答えたからオーケーというわけでないというのは、まず１点目の確認です。 

 もう一点、コメントとして、このアンケート調査等をする際に、現状の契約について聞

くだけだと不十分な気がしておりまして、過去からの長期契約の場合には、例えば自由化

の前から続いている契約なのか、それとも卸売などの選択肢がもっと広がってからのもの

か等、どのタイミングで締結された契約なのか、または事情が変更する前と後でどのよう

に契約形態が変わってきたのかという時代を通じた変遷についてもぜひ聞いていただけれ

ばと思います。そうすると過去はどうせ長期的契約が当たり前だから、違約金があっても

問題なかったでしょうというものもあるかもしれないし、最近結ばれた契約であればもう

ちょっと柔軟なものになっているというような趨勢がみられるのであったら、また社会的

にみたら、または当事者にとっても合理的なものというのは変わってきた可能性がありま

すので、そのあたりもぜひ丁寧にみていただきますと勉強になるかと思っております。 

 以上です。 

 

○稲垣座長  目的、主観、客観、さまざまな事実を集めてくるということだと思います。
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無罪推定、有罪推定ということではなくて、ここで議論をして評価する上で必要な調査を

行うということで、結論を決めたわけではないということだと思いますので、そこはそう

いう前提で進めていただきたいと思います。 

 それでは、事務局のほうからお願いします。 

○木尾取引制度企画室長  いろんな観点からのご意見をいただきました。ありがとうご

ざいました。ご意見を踏まえて、事実に基づいて丁寧なファクトファインディングをやっ

ていきたいと思いますし、今、安藤委員からもご指摘ございましたような自由化、前から

続いているのかどうか、どういう変遷があるのかみたいなところについても調べていけれ

ばと思いますし、その際には、松村委員からもご指摘ありましたけれども、卸受事業者と

卸元事業者との間の小売事業での競争関係等々についても視野に入れて検討していく必要

があるのかなと思ってございます。 

 その上で、検討に当たっては、大橋委員からご指摘ありましたけれども、合理性の有無

ということについても当然実態を調査する中では検討していくのだと思ってございますけ

れども、その上で公正な取引のあり方について検討して、必要な措置についてもご議論い

ただくということはあり得るのかなあと思ってございます。 

 さらに、松村委員、安藤委員からご指摘ございましたけれども、この合理性の捉え方と

しては、当事者にとっての合理性のみならず、社会全体にとっての合理性、言い方を変え

ると、短期の競争だけではなくて、中長期の競争という観点も当然あるのだろうと考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。それでは、今後も引き続き議論を続けてまいり

ますので、事務局においては、委員、それからオブザーバーの皆さんからいただいたご意

見を踏まえつつ検討を進めるようにお願いいたします。 

 それでは、オブザーバーのお席の入れかえをお願いいたします。オブザーバーの皆様、

よろしくお願いいたします。 

 

（オブザーバー入れかえ） 

 

○稲垣座長  それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 本日は、卸供給のあり方、時間前市場の活性化、再エネ出力の制御時の卸電力市場、今
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後の中期的な卸市場政策についてご議論いただきたいと思います。資料が多いので、まず

は卸供給のあり方ということで、資料４、５、６についてご説明をお願いいたします。 

○木尾取引制度企画室長  資料４、５、６を連続してご説明させていただきます。 

 まず資料４でございます。 

 おめくりいただきまして３ページでございます。「本日ご議論いただきたいこと」をまと

めさせていただいております。４ページにも紹介してございますけれども、スポット市場

の流動性上昇ということが最近あるかと思ってございますけれども、これとも相まって、

新電力事業者の方々の多くが、このスポット市場を電源調達の主要な手段として利用しつ

つあるということなのかと認識してございます。 

 「一方で」ということでございますが、スポット市場の価格というものについてはボラ

ティリティが相当に高いと。さらにスパイクする、高騰することもあると考えてございま

して、収益を安定化させるという観点から、新電力事業者の方々が中長期的な取引、卸取

引を行いたいというニーズも上昇しているのだろうと理解しております。 

 同時に、このような中長期の取引というものは、旧一電発電網を含む発電事業者にとっ

ても、固定費の回収、あるいはその収益の安定化にも資するという観点から、供給力の確

保にも資するのだろうと考えてございます。 

 一方で、我が国では、各エリアで発電能力が旧一般電気事業者に著しく偏在していると

いう状況にあると思いますし、同時に、旧一般電気事業者が発電と小売を一体的に実施し

ている垂直統合にあるということだと思ってございますので、実態としてそうということ

ではなくて、論理的には発電市場における市場支配力を梃子として、小売市場における市

場支配力を維持、強化するインセンティブを有するおそれがあるのだろうと考えてござい

ます。 

 こういう状況において、新電力事業者からは、旧一電気事業者との相対取引について、

交渉に応じてもらえない、あるいは成約が困難といったような指摘も存在しますので、卸

供給の交渉のあり方等々についてご議論いただきたいということでございます。 

 その上で、９ページ目に、新電力から指摘を受けているものについて、事務局の聞き取

りでございますし、かつ、この新ＪＩＳ制について旧一般電気事業者側に綿密に確認した

ものではございませんけれども、ご紹介させていただいております。 

 その上で、11ページ以降15ページまで、私どもが旧一般電気事業者の方々に対して、卸

供給の窓口はどこに、どの部門にあるのか、小売、発電、あるいはそれ以外の部門なのか、
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あるいは小売等々に配置するという理由について、どういう理由なのか。 

 あるいは、15ページでございますけれども、相対の卸供給の交渉のときに考慮している

事項はどういうものなのかというところについて調査した結果をご紹介させていただいて

おります。 

 その上で、16ページでございますけれども、競争政策の観点からの基本的な考え方とい

うものをご提示させていただいております。 

 関連して17ページ以降に、独禁法、あるいは私どもの電力適正取引ガイドライン等々の

考え方も参考につけさせていただいてございます。 

 16ページをご紹介させていただきますけれども、一般論としては、旧一般電気事業者を

含めて、事業者には、その取引先を選択する自由というものはあるだろうと当然考えてご

ざいますけれども、ただ一方で、競争者、ライバルを市場から排除するといったような不

当な目的を達成する手段として取引拒絶を行うという行為については、現行の独禁法にも

違反することになる可能性もあるだろうと理解してございますし、競争政策上問題となる

可能性があるだろうと考えてございます。 

 こういうリーガルな議論以外にも、そもそも論として、我が国で旧一般電気事業者が電

源の大宗を保有するという状況においては、小売市場における公正な競争を確保するとい

う観点からも、旧一般電気事業者の発電部門が機会費用を意識しつつ、自らの利潤最大化

を追求するということを通じて、電源アクセスに関するイコールフッティングを確保する

という観点から、小売市場における公正な競争を確保するという観点からも重要なのでは

ないかという考え方を提示させていただいております。 

 さらに、「このような観点から」ということで、２つ目の○でございます。旧一般電気事

業者が、卸供給を行う際に、小売部門、まさにライバルでございますので、競争者を排除

するインセンティブを有する可能性があるのだろうと考えてございますけれども、そうい

う部門を窓口にする、あるいは社内の決裁において直接または間接に交渉過程に介在させ

るということは、小売市場における公正な競争を確保するという観点からは、通常は適切

ではないのではないか。むしろ発電部門など競争排除インセンティブが確実に排除された

社内体制で交渉が行われることが望ましいと考えられるのではないかという形で考え方を

提示させていただいております。 

 さらに、また仮に小売部門が窓口になる場合、こういう場合も完全に否定し切れないだ

ろうと思ってございますけれども、そういう窓口になる場合については、その必要性、妥
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当性、あるいは弊害の防止策というものが各社において厳密に検証される必要があるので

はないかということでございます。 

 関連して、※６に書いてございますけれども、旧一般電気事業者の小売部門がその競争

者たる新電力等々の小売電気事業者の卸供給の条件、調達状況を把握するということは、

一般論としては、価格の協調行動やカルテルなどの競争の減殺を生じるリスクがあるだろ

うと考えてございます。 

 「なお」ということでございますけれども、先ほど小売が窓口になることは完全には否

定し切れないのではないかということで書かせていただいてございますけれども、例えば

ということで、自社の小売部門が他事業者と事業提携をするような場合について、必要性

が一定程度あるようなことも考えられるのかなと考えてございます。 

 その上で、22ページでございますが、今後の検討方針ということでございます。本日ご

議論いただければと思ってございますけれども、本日の議論を踏まえて、次回の専門会合

以降、旧一般電気事業者にその卸供給のあり方について具体的な検討を進めることとして

はどうかという形でご提案させていただいております。 

 例えばということでございますが、交渉体制についての考え方であるとか、あるいは卸

供給の合理的な拒絶事由というものがどの程度あるのかというところについても論点とし

てなるのかなと考えてございます。 

 以上が資料４でございます。 

 続きまして資料５をご説明させていただきます。時間前市場の活性化でございまして、

前回の会合と引き続きの部分もございます。 

 ２ページ目でございますけれども、本日の中身として紹介させていただいているのは大

きく２つの固まりがございます。まず１つ目は、現行の時間前市場がザラバ取引であると

いった事情を踏まえて、その取引の板に出てくる取引の場、入札が非常に少なくみえると

いうことも踏まえまして、時間前市場で十分な売買ができるのかどうかについて市場参加

者から不安もあるということかなと思ってございまして、いかに信頼を取り戻していくか

というところについて具体策を２点提示させていただいているということが１つ目の固ま

りでございます。 

 ２つ目は、卒ＦＩＴ電源の発生、あるいは将来的なインバランス料金制度の見直し等々

の環境変化を踏まえて、時間前市場のあり方についてどういう約定方式がされているかと

いうところについてご議論いただくという、２つの固まりがございます。 
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 まず１つ目の固まりでございますけれども、３ページ以降に「足元で実施する具体策」

としてご提案させていただいております。具体的に４ページ、５ページ目でございますけ

れども、まず、入札可能量の提出・公表というところで、先ほど申し上げましたとおり、

時間前市場、ザラバでございますので、いわゆるアイスバーグと呼ばれることもあります

けれども、入札可能量の全量が、売り側のほうから一気に板に出てくるということでは必

ずしもないということで、実際には、この４ページ目の表で申しますと、濃い青色のとこ

ろは約定したところで、オレンジ色のところが、約定しなかったけれども、そのときにお

いて入札可能だった量をお示しさせていただいているわけでございますけれども、ごらん

のとおり、約定量よりもはるかに大量の札が本当は約定できたはずというものだろうとい

うことでございますけれども、一方で、ザラバ方式であることもあって、一気に売りに出

るということではなくて、ちょっとずつしか出てこないということだと思ってございます

ので、これは実は特定のコマについて、これぐらいの取引可能高があったのですと、入札

可能量、このぐらいあったのですということを事後的にモニタリング等々の形で公表する

ことにしてはどうかということが１点目であります。 

 ２点目が、５ページ目でございますけれども、売り入札に関して旧一般電気事業者に対

して要請させていただくということについてご提案させていただいております。書いてご

ざいますけれども、この時間前市場における旧一般電気事業者の平均的売り札の入札件数

というのが現状ではほとんどの時間帯で１件程度しかないと、あるいは全くないこともあ

るということでございますので、市場の流動性に対して買い手から信頼を得にくいという

側面があるのかなと考えてございますので、この下に書いてございますけれども、旧一般

電気事業者について、基本的に、原則として常時３件以上の売り入札を行う等々の取組を

お願いする、要請することにしてはどうかと考えてございます。 

 続きまして、８ページ目以降で２つ目の固まりについてご説明させていただいておりま

す。８ページで時間前市場の役割というところについて振り返りをさせていただいてござ

います。現在の卸電力市場では、基本的に、釈迦に説法でありますが、前日10時でござい

ますが、スポット市場においてその時点での実需給での想定需要に基づいて実需給に必要

な供給力のベースが決定されるということでございます。 

 これに対して時間前市場では、スポットで、もう既にベースが決まっている発電機をベ

ースにして、需給を供給力に一致させるために最終的な需給調整を行うと、そういう場と

して位置づけられてございます。したがって、売り入札として供出されるのは起動済み火
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力電源の上げシロであるということが特徴になるということだと思ってございます。 

 その上で、12ページでございますけれども、こういう状況について将来的な市場環境の

変化というものが具体的に見通せる状況になっているだろうと考えてございます。ここに

紹介させていただいたのは３点ございまして、１点目が、エネ庁のほうで中心に議論して

ございますけれども、将来的なインバランス料金の制度の見直しというところが検討され

ている。あるいは、２つ目でございますけれども、ＦＩＴ制度による再エネ増加に伴う変

化ということで、例えば、これもエネ庁で議論してございますけれども、ＦＩＴインバラ

ンス特例制度の変更を議論していたり、あるいは来年度から家庭用太陽光発電設備のＦＩ

Ｔ買取期間が終了しますので、いわゆる卒ＦＩＴと呼ばれている電源が出てくると。 

 18ページに紹介させていただいてございますけれども、卒ＦＩＴについてはインバラン

スに責任が免除されませんので、自ら需給を合わせる必要があるということになってござ

います。 

 こういう状況を踏まえまして、20ページで今後の時間前市場のあり方についての提案を

させていただくということでございますけれども、こういう将来的な市場環境を踏まえる

と対応が求められる可能性がある変化としては、まず、発電機の追加起動を可能にする、

ブロック入札を可能にする等々によって市場の厚みをさらに増加させるということが１つ

あるかなと思ってございますし、あるいは、ザラバではなかなか難しい面もあるような短

期間で大規模ロットを取り扱えるような取引手法も必要であるということを考えますと、

１つは、シングルプライスオークションの導入が考えられるかなと考えてございます。 

 さらに、19ページでも紹介させていただいてございますけれども、現状、ゲートクロー

ズ、実需給の１時間前までに需給をそろえるということが小売事業者の義務になっている

わけでございますけれども、実際にはそのゲートクローズの１～３時間前までには時間前

市場の入札も取り下げられているのが実態であるということだと思ってございます。 

 その背景には、広域機関に当日計画を提出する社内の作業の都合上、場合によっては手

作業の都合上ということがあるだろうと考えてございますので、その広域機関における当

日計画に反映する手続を自動化していくといったようなこともあり得るだろうと考えてご

ざいます。 

 その上で、22ページでございますが、「今後の検討の進め方」ということであります。こ

ういう今の制度の見直し、あるいは卒ＦＩＴの増加等々の市場環境の変化を見据えると、

時間前市場の需給調整機能を強化するという観点から、シングルプライスオークションを
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時間前市場に導入するという方向で制度設計の詳細を検討していくこととしてはどうかと

考えてございます。 

 その際に、もちろんのことですが、取引参加者のニーズ、あるいはインバランス料金制

度に関する議論の動向も踏まえながら、スポット市場の十分な流動性を確保する必要性も

考慮しつつ検討していくことかなと考えてございます。 

 具体的な導入時期については、少なくとも将来的なインバランス料金制度の見直しが行

われるまでには必要なのだろうと考えてございます。したがって、いろいろな制度の変更

にシステム面の対応というものが時間かかるということでネックになっているケースもみ

られるところでございますけれども、事業者においてもシステム面も含めた必要な対応を

行うことが望ましいと考えてございます。 

 以上が資料５でございます。 

 最後になりますけれども、資料６、定例の話でございますが、３カ月に１回やってござ

いますモニタリングについて簡単に触れさせていただきます。 

 おめくりいただきまして３ページでございます。３カ月に１回で、このモニタリングレ

ポートの対象時期は本年の６月から９月ということで、10月から始まった間接オークショ

ンの結果は反映されていない、そういうものでございます。 

 そういう前提でございますけれども、ＪＥＰＸにおける取引量が我が国電力需要に占め

るシェアが大体18％前後であるということでございます。また、北海道については胆振東

部地震の影響で、本年９月７日から26日までの間においては取引を停止したということで

ございます。 

 電発電源でございますけれども、九州電力は、この７月から６万キロワットの切出しを

開始してございまして、増量については引き続きご検討いただいている状況でございます。 

 あと相対取引については、特に西日本でございますけれども、まだ全体としては限定が

ございますけれども、足元ではふえてきている傾向にあるということでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○稲垣座長  それでは、議論の時間を14時55分までとりたいと思います。それで、大変

恐縮ですが、どの資料の何ページに関するご発言かというふうに進めていただけると、動

画配信も行っておりますのでわかりやすいと思いますので、ご配慮ください。それでは、

ご意見をお願いいたします。 

 すみません。全体の議論を14時55分ということで、約20分を予定していると思いますの
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で。 

 それでは順番で、佐藤オブザーバー、お願いします。 

○佐藤（悦）オブザーバー  資料４の最終ページ、22ページの（２）「卸供給の合理的な

拒絶事由について」の一番最後の「長期の顧客・相手方を優先して卸供給を行うことにつ

いては、通常は、一定の経済合理性を有するものと考えられるのではないか」というとこ

ろですが、私は、自社内に関しては、長期自社内で優遇するということはやはりちょっと

どうかなというので、かなり丁寧にみていただいたほうがいいと思います。 

 というのは、例えば効率のいい火力があって、それを自社に卸す。他社がいわれてきて

も、出さないし、スポットにも出さない。それは長期に10年、15年を考えると、ずっと自

社だと買ってくれるから、なかなか外には出さないですよといっても、本当に15年後とか

になって、その火力が効率悪くなったら、とめろといわないのですかね。 

 つまり、それはホールディングにしてみれば、おまえ、何いっているんだ、発電部門と。

そんなの動かすのだったら絶対スポットで買ったほうが安いのに何いっているのといわな

いのですかね。そうすると、長期だから、それはなかなか他社に出さなくてうちで使うの

ですよといっても、本当に15年後とか、別に15年たたなくても、スポットからみていると

ころから、効率が悪くなったとき、それって、ホールディングが自社の利益を最大化しよ

うとしたら、普通、もういいよというような感じがして、結局そうなると、長期というこ

とを隠れみのにして、効率がいいときだけは自社で供給するということがあり得るような

感じがしますので、これは「通常は」と書いてありますから、あらゆる場合と書いてない

ので、そういうことも念頭に置いておられるかもしれませんので、しっかりみていただく

必要があると思います。 

 それで、私がこういったことになぜこだわっていっているかというと、きょうの午前中

もやったのですが、容量メカニズムが入ると相当ぎりぎりの価格で、こんなのだと新設も

できないし、既設の除却もどんどん進むといわれているところでそういう内部補助的なも

のがあるというのは恐らく耐えられないはずだけれども、こういう議論もやっているとい

うところがあるので、そこはこだわって発言しているとご理解いただければと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、谷口オブザーバー、お願いいたします。 

○谷口オブザーバー  ありがとうございます。資料４と５について発言させてください。 
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 まず資料４の関係ですけれども、これまで申し上げましたけれども、旧一般電気事業者

さんによる、ある一部の法人需要に対して非常に廉価販売をして、新電力ではついていけ

ないと。こういう動きが新電力の事業を圧迫しつつあって、本当に持続的な競争環境とな

っていくのかどうかというのが不安だということを申し上げてきましたけれども、最近で

は、こういった動きがさらに広域、広範囲に広がっていると感じておりますので、こうい

う観点からも、やはりより多くの需要家がしっかり便益を長期的に得るというためにも、

小売競争の競争実態というのと照らし合わせて適正な卸電力の供給がされる環境が整備、

実行されているかと、こういう観点が非常に重要だと思っております。 

 そういう観点から、Ｐ10とＰ15に電力会社さんの相対卸の実績がありますけれども、ま

ず、こういった各電力会社さんから出ている卸が惜しみなくしっかり供給されているか、

ボリュームがしっかり出ているかという観点。それから、電力会社の子会社、あるいは出

資する会社に対して卸供給条件が他と比べて差が生じていないかという公平性の観点、及

び、先ほど佐藤オブザーバーからもございましたけれども、22ページの最下段の卸供給の

拒絶理由のところに、短期契約よりも長期を優先することは一定の合理性があるというよ

うな記述がありますけれども、こういった理由をもとに恣意的な運用が可能になっていな

いかどうかという公正性の観点。こういった観点から、改めて事務局で検証をいただき、

必要な対策を22ページに追加していただくということを要望します。 

 あわせて、22ページの（１）の「卸供給に関する交渉体制についての考え方」ですけれ

ども、ぜひこの基本的な考え方を明文化したルールにしていただきたいということともに、

（１）の２ポツ目のところに、小売部門等が新電力との交渉を行うことが是認できる場合

については、記述がございますけれども、こういったケースについては少なくとも発電と

小売がちゃんと分離されている会社の場合であるとか、逆に分離されていない会社には認

めないということなど、不適切な対応がないか、客観的に検証できるケースに限定すると

いうような条件の検討をお願いしたいと思います。 

 続いて、資料５の時間前市場の活性化についてです。こちらの時間前市場にシングルプ

ライスオークションを導入するという方向性には異論はございませんが、シングルプライ

スオークションを導入するということですので、資料に明記されていませんが、スポット

市場同様に、旧一般電気事業者さんの供出価格が限界費用に基づいたものであるというこ

とをルール化するとともに、供出価格の監視・検証が行えるというような整理をお願いで

きればと思います。 



- 22 - 

 

 あわせて、シングルプライスオークションは、ザラバのように、小分けして販売すると

いう必要性が薄いと思われますので、予備力を超えた入札可能量というのは全て売りに出

ていることもあわせて確認させていただければと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 新川委員、どうぞ。 

○新川委員  資料４の16ページと22ページについて、要するに問題提起されている部分

について申し上げたいと思います。考え方としては、ここに示されたとおり、発電部門の、

卸市場、卸売といったときにいろんな卸売があると思いますが、今メインで問題にしてい

るのは、旧一般電気事業者が自社で発電している、その発電させた電力をどうやって卸市

場に出していくかという、ここは最も中核の問題だと思いますので、まずそこについてど

う考えるか。 

 これは従前からグロス・ビディングの話をしているときとかいろんなときに出てきてい

ると思いますけれども、本来は旧一般電気事業者がかなりの発電のところを押さえている

というその現状を踏まえますと、発電部門が今は、法人として、グループ会社として一体

であったところの全体の利益をみて動くのではなくて、発電部門は発電部門の利益の最大

化を目指して動くという体制に、まず組織の体制がなっているのがしかるべきではないか

と思います。 

 そうしますと、結局ここの判断でどこが意思決定するのかというところについても、小

売ではなくて、発電事業者がその発電部門の収益を考えて、最も有利だと思うところに売

っていくという体制になっているのが望ましいのだと考えております。結局、そのときは、

だから、自分のところの小売が有利かどうかという、小売からの発電における卸をどこに

どうやって売っていくかに対して小売が口をはさめないような形にしたほうがいいと思う

ので、そういった意味で情報遮断の問題等々が出てくると思いますから、情報遮断も部門

が異なればしけると思うのですよね。小売で卸の判断をしているという体制をとっている

限りは、その内部で情報遮断をしようとしてもおのずと限度があるので、ここで情報遮断

の話もされていますけれども、限界はあって、独立の卸売の判断をするのに必要な、十分

な情報遮断なんていうのは実態としてなかなかしきづらいのではないかと思いますので、

そういった観点からも、発電部門で意思決定するような体制に組織をつくっておくのが望

ましいと考えます。 
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 その上でですけれども、難しいのは、発電と小売が別の会社になっているところについ

ては、幾らで自社グループの中で取引を行っているかとか、どんな条件になっているかと

いうのが、法人格が異なるので、おのずと契約が必要になってきますから、わかりやすい

のですけれども、これが同じ法人の中でやっていると、同じ社内の中でそんな契約書つく

りませんし、そもそも、従前から出ているとおり、ＰＬが独立していないという問題があ

ると思うのですね。今の実態として。ＰＬがはっきりしないから、一体幾らで売っている

のかというところのコストの計算もよくわからないので、非常に比較がしにくい。 

 要するに、第三者との売りと、中で売ったのと、これが同一条件なのか、どっちが優劣

しているかの判断が非常にしづらい状態にはなっているという実態があると思うので、そ

こにおいてどうやって、イコールフッティングとかいっていますけれども、どのようにし

て検証、それが実践されているかをどうやってみるのかなというのは私の疑問ではあるの

ですが、そこはちょっと、同じ会社の中、法人になっているところについては工夫しない

といけないかなと思うところではあります。 

 とはいえ、意思決定についてはそのように思いますので、例えばアンケートで出ている

中で拝見しますと、12ページのところで、小売部門になぜ窓口を置いていますかという質

問に対して、例えば１点目のところで、要するに余ったときにだけ市場や第三者に売るか

ら、結局、小売で使うだけ必要な部分をとって、その残りを売ればいいかなと、こういっ

た理由が出ているのですが、こういうのは多分なかなか、今申し上げたような体制のもと

では合理的な理由だとは認められないのだと思いますので、結構抜本的に考え方を変える

ことを今回の提案というのは要請しているのだと思うのですが、方向としては恐らくその

方向に動いていく必要があるのではないかなというのが私の思いましたところです。 

 以上が資料を読んだ上でのコメントです。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、中野オブザーバー、お願いします。 

○中野オブザーバー  同じく資料４についてでございます。まず全体的にですけれども、

この点、再三問題提起させていただいたことでございまして、こうして整理していただい

て大変ありがたいと思っております。 

 申し上げたいポイントは、市場の話とかも出てきていますけれども、新電力というのは、

当然、市場を使っている比率が多いと思いますけれども、例えばこの夏のような話が起き

たときに、スパイクすること自体はそれはそれで致し方ないと思っているのですけれども、
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選択肢が限られているというか、ないといったほうがいいかもしれません。 

 要するに、そういうときに、例えば先渡しとか、今いろいろご尽力いただいて整備され

つつありますけれども、ほかに逃げ場が余りないのです。それが果たして公平なのかとい

うのが再三申し上げてきたところだと考えています。 

 もう十分整理されていますけれども、例えば20ページ、（参考10）のところの47ですね。

ここに「支配的事業者の社内取引と新規参入者との競争条件の均衡が確保されることが鍵」

と書いてありますけれども、まさに本当にこれが確保されているのかどうかというのがみ

ていただきたいところだと考えています。 

 従前に比べると、全く門前払いということは恐らくなくなって、大変ありがたい、ここ

でご議論いただいた結果、そのようになってきていると思いますけれども、やはり市場が

流動性が増して、あるいはいろんな選択肢が出てくるまでは、少なくともこういう公平に

取り扱っていただかないと、新電力の経営というのは、本当に毎日の資金繰りで苦労する

ような経営をやっているわけでして、そのあたりをご理解いただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 松村委員、お願いします。 

○松村委員  まず、基本的には資料４に関してですが、今後出てくることも含めて、あ

らゆるところに関連することを最初に申し上げます。 

 旧一般電気事業者が送配電部門、あるいは発電、小売、どのようにするのかということ

に関してはかなり自由度があるので、持株会社の下に小売会社、発電会社、送配電会社と

いうのをぶら下げるという比較的透明性の高いのも一つの選択肢だし、小売と発電を分け

ないで、それが親会社になって送配電部門をもつという、これも許容はされているけれど

も、これはおよそ考えられる選択肢の中で一番透明性の低いものになっているわけですよ

ね。でも、もちろん違法ではないわけですが、こういうときに、この透明性の極めて低い

ところの規制が緩くなって、分かれたところ、透明性の高いところの規制が厳しくなると

いうことだけは絶対に避けなければいけない、、一般的に避けなければいけないと思ってい

ます。 

 発電会社と小売会社が分かれていれば、この間の契約、ある意味で契約になるわけです

から、みえやすくなる。でも、ここは一体になっているとかいうような状況だと、社内取

引なのでみにくくなりますと。そうすると、契約になっているところはモニタリングしや
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すいけれども、一体になっているところはモニタリングしにくいので、まず分かれている

ところからという発想は、あらゆる場面でとるべきではくなく、むしろきょうの資料４の

ところで出てきたようなものというのはむしろ重点的に、この２つが分かれていないよう

なところについては相当に厳しくみていただきたい。それはわざわざ意図的に透明性の低

いものを選んだ会社なわけですから、そこを重点的にみられるということは覚悟の上だと

思いますので、そういうところについて不公正なことが起こっていないかどうかというこ

とは重点的にみる必要があるだろうと思います。 

 さて、その上で、これは基本的には資料４ですが、資料６にも関連しているのかもしれ

ない。最終的に私たちが目指しているところというのは、ある意味で競争的な市場だった

らどんなことが起こるだろうということを考えるということ。それから、発電部門なら発

電部門のほうがちゃんと発電に見合う対価というのをって受け取って、その対価が受け取

れるということを前提として再投資に回していってほしいという、こういう状況を願って

いると。 

 これを内部補助のような格好で、小売のディスカウントのほうに回して、その結果とし

て競争者を駆逐して、長期的にみれば、駆逐した後だったら全体としては利益大きくなる

ということはあるかもしれないのだけれども、そういうやり方ではなく、新電力のほうが

むしろ高く買ってくれるということだとすれば、積極的にそちらに売ってほしい、こうい

うことを願っているのだということは常に思い出して制度の設計を議論すべきだと思いま

す。 

 佐藤オブザーバーからもありましたが、きょう午前中にも別のところで別の会議をやり

ましたが、そこでは投資不足になるなんていうようなことをみんなすごく懸念しているわ

けですね。どこの国の話なのだろう。今ここで私たちが心配しているのは、内部補助とし

て発電部門に帰属する利益というのを小売につけ回ししている、そのようなことがないか

というのをすごく心配している。発電が本来の得られる利益というのを得ていないのでは

ないかということをとても心配しているのにもかかわらず、一方で発電投資が回らないな

んていうことを主張する。それはそんなことしているからでしょうということはもう一回

考えていていただいて、本当にコンシステントな発電が続いているのかどうかということ

はきちんとみていく必要があるかと思います。 

 さて、その上で、小売部門が窓口になるなどというのは、さっきもいったような非常に

不透明な形態をとっているところに関してはほぼほぼ認めてはいけないのではないかと思
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います。この資料でも正しく書かれているとおり、それでも小売が窓口になるという可能

性はあり得る。あらかじめ、例えば１年契約でそれなりの売れると思った電源を買ってい

たのだけれども、予想外に離脱してしまったという結果として電気が余りましたというよ

うなときに、それを再販売してはいけないということをいうのは余りにも不合理なので、

そのような限定的な状況というのならあり得るでしょうと。でも、そういう不透明な形態

をわざわざとったところが、小売、あるいは企画というところが窓口になっているなどと

いうのについては相当に厳しくみていって、発電部門というのにちゃんと窓口を設けると

いうことを積極的に位置づけていかなければいけないのではないかと思います。 

 さらに、情報遮断ということが議論されていますが、情報遮断がとても重要だというこ

とはわかります。でも、本当に問題なのは情報遮断だけでしょうか。わざわざ競争が一番

されているところにその部門というのをて張りつけて、わざわざ取引を拒絶するというイ

ンセンティブが一番強いところに張りつけるって一体どういうことなのかということをき

ちんと考える必要があるかと思います。 

 では小売部門でなければいいかというと、きょうの資料にも出てきていますが、企画部

門というのが出てきた結果として拒絶されました。これは、先ほど中野オブザーバーは、

初めから門前払いというようなことはほぼほぼなくなったのだろうけれどもということを

おっしゃったのですが、交渉には応じてくれるけれども、最後には企画部門が出てきて、

うちはやりませんというのって、最初から拒絶するよりももっと悪質というか。さんざん

つき合わせておいて、一切やりませんといっているわけですから、まだこのようなことと

いうのは起こっている可能性は十分あるのではないか。この点については十分調べた上で、

本当にコンペティティブなマーケットになるようにということを願っております。 

 その意味で、佐藤オブザーバーも先ほどいわれた資料４のスライド22のところの長期契

約のほうを発電部門というのが先行した結果として、短期契約を望むところを拒絶すると

かいうようなこと。確かに経済合理性があり得るという指摘は正しいと思いますが、これ

はは余り安直に認められると、これを梃子にして本当に市場の閉鎖って起こってしまう。

つまり、ある種の内部補助によって新規参入者というのは駆逐ますされますと。駆逐され

るというおそれがある事業者にとってはとても長期契約なんかできません。とても長期契

約ができないと、それを口実にして、では自社の小売部門は長期契約だからと全部丸投げ

して売ってしまうということになったら、循環というか、こんなエクスキューズがある結

果として、状況というのが今から全く変わらないなんていうことになりかねない。 
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 これは、合理性が初めから全くないということを決めつけるというのはよくないと思い

ますが、余り安直に認めないように。それは当然、量ということもあり得るでしょうし、

やり方ということもあり得るでしょうし、それからさらにいうと、発電というのは、基本

的に卸市場が残っている限り、仮にその相手との契約が切れたとしても、ほかのところで

幾らでも売り先というのはある。典型的にはＪＥＰＸというので、幾らでも売れるという

ようなことがあるのにもかかわらず、何でそんなに長期というのが重要なのということも

含めて、もちろん、発電投資するために長期に売れるという見込みが大事だから、その場

合のある種の価格コミットメントが重要だということは否定はしないけれども、これを錦

の御旗にして、これさえあれば何でも通るなどということは決してないように、十分限定

的な運用というか、監視というのがされることを願っております。 

 以上です。 

 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 草薙委員、お願いいたします。 

○草薙委員  ありがとうございます。資料４と資料５から申し述べます。 

 まず資料４からですけれども、22ページの課題出しのところですけれども、ぜひここで

検討を行っていただきたいと思います。それで、佐藤オブザーバー、それから谷口オブザ

ーバー、そして松村委員からご指摘がありました一番下の部分ですね。長期の顧客の相手

方ということで、自社の小売部門を含めてしまって、経済合理的なので優遇しますという

ようなことについては丁寧にみてもらいたいということ。これにつきましては、松村委員

がおっしゃるとおりだと私も思います。その一方で、いわば素朴な疑問として、経済合理

的な行動であるとしても、制度趣旨の観点から、ほめられた行動とはいえないではないか

というような部分がある。そういうところもみてほしいといったお声のように私は聞きま

した。 

 それから、中野オブザーバーのご発言で、９ページの、これは旧一般電気事業者に対し

て事務局が聞き取りをされて、そして、新電力から都合６つほどの指摘をいただいている

ものですが、上３つは割と、何やら門前払いというのはなくなってきたというご指摘もあ

りましたが、旧一般電気事業者から新規参入者を門前払いするようなものである。下３つ

につきましては、むしろ旧一電と新規参入者がウィン・ウィンの関係になるような、そう
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いう卸供給の交渉をしようではないかという、次のステージに進んだと申しますか、非常

に好ましいものだと私としては受けとめました。 

 ただ、木尾室長がおっしゃったように、事務局の聞き取りとして書いていて、旧一電と

その後すり合わせているわけでもないということで、もしかしたら、旧一電としては、こ

ういうことではなかったのだということがあるのかもしれませんので、指摘がこれで正し

いかということも含めて、一度詳しいところを調べていただきたいと思います。 

 例えば３つ目の、卸供給の申し込みをしたけれども、常時バックアップを利用していな

いということを理由に取引を拒絶したということです。例えばですけれども、まずは常時

バックアップを利用してくださいというアドバイスだった、こんなことであれば話は逆に

なってくるかもしれません。このように、何が起こっているのかということを詳しくみて

いただきたいという趣旨であります。 

 次に資料５でございますけれども、まず４ページ、５ページの事務局案に賛成させてい

ただきます。いまだマイナーチェンジだと思います。そういう感はございますけれども、

重要な一歩となる提案だと思います。入札量もこれで十分確保される方向に動くというこ

とを期待したいと思います。 

 それから、20ページ、22ページの事務局案、これらも賛成したく存じております。特に

シングルプライスオークションを導入していただけるということ、これはかなり大きなチ

ェンジだと思っておりまして、高く評価したいと思っております。 

 以上であります。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 それでは、大橋委員、お願いします。 

○大橋委員  ありがとうございます。 

 まず資料４について、皆さんからいただいている16ページ目については、競争者を排除

するようなインセンティブが懸念されているということは、きちっと電力会社の方も踏ま

えた上で対応をとられるのは重要なことだろうと思います。単純に、発電部門にも窓口と

いうと、小売には多分人はいずれにしても必要なので、そうすると発電にも人を置くとい

うことになると、かなり実は人材的には自由化で冗長性が増すみたいなことにも多分なる

のだろうと思います。それが大変だという会社はやはり企画に置き続けるという判断をコ

ストの観点からやられているのかなあという印象を私は受けているのですけれども、その

場合にはやはりそうした、先ほどいった懸念があることを踏まえて、懸念されるようなこ
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とがないということを示して頂く。ここに厳密に検証とありますけれども、そういうこと

は一定程度やっていただかないといけないのかなあと思います。 

 すべからく発電に人を置けということになると、これはちょっと大変なのかなあという

のは、電力会社のご発言にも依存しますけれども、私が勝手に想像している部分ではあり

ますが、あるのではないか。そういう意味で、今回の16ページ目は、そのような裕度を与

えている文面なので、私はこれはこれで、合理的な内容だなあと伺っていました。 

 資料５に関してですけれども、２つの論点をいただいていると思っていますが、最初の

２ページ目なり３ページ目の入札可能量のお話ですが、ちょっとこれをみせていただいて

驚いたのですが、入札可能量が、つまり、これだけであって、これを全部出せといってい

るわけではないですけれども、これを見える化していただくのはいいと思うのですが、仮

にこれ全て市場に出たとすると、かなり時間前市場に対する流動性というか、インパクト

は大きいなという感じは他方でします。これを見える化して、これが玉として出た場合は、

もしかすると、シングルプライスオークションにする必要が本当にあるのかどうかみたい

なところまでいくのかなという感じはしています。 

 今回のご提案の中で、インバランスもいろいろ変わることで、足元変わってきているか

ら、そういうところと平仄合わせて考えていくというような文面をいただいていますけれ

ども、流動性ない部分が本当はどこから来ているのかというところは多分重要で、これは

何を懸念しているか。シングルプライスやられることについて反対ではないですけれども、

これを一回入れてしまうとまた元へ戻るとかいうのは大変な話になるので、流動性を高め

るという観点からいったときに、今回のこの足元で実施する具体策がどのぐらいの効果が

あるのかということを踏まえた上で考えていくステップでも、十分対応としてはよろしい

のではないかなあという感じがしたということであります。 

 以上です。 

 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 それでは、時間がちょっと過ぎておりますが、圓尾委員、武田委員、國松オブザーバー、

福田オブザーバー、それで、辰巳委員という順序でお願いしたいと思いますが、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 圓尾委員、お願いします。 

○圓尾委員  資料４について簡潔にお話ししたいと思います。 



- 30 - 

 

 要は、差別的な取り扱いしていないということをクリアーにするという観点では、あら

ゆるところで明文化するというのが大事なのかなというのを、説明聞いて思っていました。

最初の小売部門とか企画部門に窓口があるというのも、企画だとホールディングスみたい

なかかわり方もあるのかなと思って、何ともちょっといいづらいところがあるのですけれ

ども、小売に関しては、さっき松村先生がおっしゃったような、小売に置く理由があるケ

ースもあるでしょうけれども、発電で窓口が置いてあるときに比べると、例えば新電力が

内部で買ってくれるよりももっと高い値段で買ってくれるといったときに、小売部門でそ

ういうジャッジができるのかというのは非常に疑問に思いますし、どういう考え方で判断

を下していくのかというのも、そういうケースでは明文化というか、クリアーなルールが

あるというのが必要ではないかと思います。 

 あと、特に松村先生が、不明瞭なとおっしゃいましたか、発電と小売が一体化している

ような会社というのはあらゆるところで明文化が必要だということ。 

 それから、22ページ、最後のところの長期契約、短期契約の話ですけれども、これも、

要は、書いてあるように、これが経済合理性を有する場合もあるでしょうけれども、長期

の契約になると、一方でそれによってリスクをしょう面も出てくるわけですよね。ですか

ら、数量の長期契約もあれば、それに価格がどのように決まっているかということによっ

て、発電と小売とどのようにリスクを分担しているかというのもいろんなケースがあると

思いますし、これは後づけで説明しようと思えば幾らでもできる話だと思うので、やはり

きちっと検証できるような明文化されたものが存在した上で社内取引もやられているとい

うのが大事なポイントになるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。後づけを許さない。動機形成の段階からドキュ

メンテーションを行うと、こういうことですね。そのあたりもみていったらどうかと。 

 武田委員、お願いいたします。 

○武田委員  ありがとうございます。私のほうは資料４について述べさせていただきま

す。 

 資料４のうち窓口の話については、先ほど新川先生が詳細に述べられたとおりと思って

います。 

 その上で、22ページの「卸供給の合理的な拒絶事由について」でありますけれども、も

しこれが独占禁止法にいう卸を拒絶することの正当な目的という意味であるならば、我が
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国の判例は単なる事業活動上の合理性は取引拒絶の正当な理由にならないとなっています

ので、原則として取引先選択の自由があるとはいえ、ここの一定の経済合理性があれば卸

拒絶が許されるというのは、読み方によっては、少なくとも独占禁止法にいう正当な理由

からは許容されない、かなり正当化理由を広く認めている記述になります。 

 もし独占禁止法にいう正当化理由であるならば、どういった場合が取引拒絶の正当化理

由になるのか。競争制限効果の発生を前提に、これは競争促進的であって、消費者の利益

に究極的に資する場合。もう一つは、そのような契約、ここでは長期的な契約が出ていま

すけれども、長期的な契約を優先して短期での取引拒絶をする、その長期契約が必要不可

欠であるような場合、そういった場合に限られるのではないでしょうか。 

 私は、ここの22ページの一定の経済合理性について、記述として広過ぎるのではないか

と、そういう違和感を感じましたので、この点、指摘させていただきます。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 國松オブザーバー、お願いします。 

○國松オブザーバー  ありがとうございます。私のほうから資料４と資料５についてで

ございます。 

 資料４の窓口に関しましてはおっしゃられるとおりだと思っております。ただ、発電の

ほうが窓口になるべきだということでございますけれども、現在は発電部門から小売部門

に何らかの形でタッチで電気が渡されていると。この形をしっかりしない限り、発電が売

ろうとしても売れるものを小売に聞かなければわからないと。ですから、小売が今、発電

とどんな形で契約をしているのか、これをまずしっかりつくって、発電としての余力って

どれだけあるのだと。そこがないということは、多分、全部が小売にいっていて、松村先

生のおっしゃる小売に余りがあるはずなので、小売が窓口になるべきだし、それを窓口に

しなければ売れ残って無駄なことを、経済効率的でないことを行うということになろうか

と思っております。 

 ですので、今どんな形で受け渡されているのかの形をしっかりつくって、余力は誰があ

るのかというのをやりつつ、あとは先生方のご意見のとおり、会計分離というのは私はや

はりここでは絶対必要になってくるのかなと。窓口だけ情報遮断しても、やはりみえない

ところというのは出てしまいますので、そういう意味では、カンパニー会計の導入という

のは必要なのではないかなと思っております。 
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 資料５のほうが私の多分本番でございまして、シングルプライスオークションを時間前

に入れるに関しましては、ご提案のとおりの部分、シナリオ等々を勘案して、しっかり私

どもとしてもできる範囲で準備していきたいと思っております。特にシングルプライスオ

ークションという大きな取引の仕方を入れるとなると、対応する取引機会の方の準備に時

間を要するということも考えられますので、いろいろなシナリオを描きつつ、準備に向け

ては着手していきたいと思っております。 

 ただ、その際には、既存のザラバで行っている時間前、これとの取引機会の混同という

のですか、どっちに入札をしていいかわからなくなって、コンフューズして、結局無駄玉

がふえてしまう、そういったことも起こらないような市場設計も必要だと思っております

ので、その辺に注意しつつ、導入時期も考えつつの事項かと考えております。 

 何にしても、前向きにこのシングルプライスオークションの導入に向けての検討は進め

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、福田オブザーバー、お願いいたします。 

○福田オブザーバー  ありがとうございます。私からは資料４と資料５につきましてコ

メントを述べさせていただきます。 

 まず資料４につきましてですけれども、私ども、旧一般電気事業といたしましても、公

正な競争の確保の必要性については十分理解しているところでございます。その点でござ

いますけれども、今後の卸供給のあり方、特に窓口等の検討に当たりましては、ぜひ画一

的にルールを定めるのではなくて、各エリアの取引の実態等も十分にごらんいただきなが

ら検討を進めていただきたいと思います。先ほど大橋委員からもございましたとおり、冗

長度がどうしても増してしまうというところもございますので、そこら辺もご勘案の上検

討を進めていただきたいと考えております。 

 それから、資料５でございます。資料５に関しましては、足元の対応としての売り入札

に関する要請事項と将来的な方向性としてのシングルプライスオークションの導入という

のが提案されておりますけれども、具体的な検討に当たりましては、事業者の実務負担、

それからシステム回収等に必要なコスト負担が生じますので、利用者ニーズ、それから費

用対効果をご勘案の上に、事業者にとって過度な負担とならないように引き続き慎重にご

議論いただきたいと考えております。 
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 また、将来的に実需給に近い断面での需給調整ニーズが拡大するということについては

異存ないところでございますが、時間前市場におけるシングルプライスオークションの検

討に当たりましては、スポット市場の流動性と価格指標性に影響を与える可能性もござい

ますので、両市場の関係性についても十分ご勘案の上ご検討いただきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、佐藤オブザーバー、追加ですか。 

○佐藤（悦）オブザーバー  すみません。ちょっと今、エリアの実態でありますとか冗

長性ということがあったのですけれども、あと、中野オブザーバーの発言でもあって、最

近は応じていただいてありがたいことですみたいなことがあったのですけれども、私がい

いたいのは、利益最大化を本当に目指しているのかというのがよくわからないと。つまり、

カンパニー全体とか発電部門の利益最大化を目指したら、当然高く買ってくれるという人

のところに応ずるのが当たり前で、話をしないなんていうのは、今まで、そもそも利益最

大化を考えていなかったのかと。そこがよくわからなくて、エリアの実態も何も、とにか

く利益を最大化しているかどうかでみるべきだと思います。 

 エリアとか全然関係なくて、確かに冗長性でそれが利益最大化にならないのだったら考

えたほうがいいと思いますけれども、私、取引の実態なんか全くみる必要ないのではない

かと思います。利益最大化をしているかどうかがほぼ全てのような感じがしますので、そ

こは協賛のところできちんとみていただくように強く要望したいと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  それでは、辰巳委員、お願いいたします。 

○辰巳委員  ありがとうございます。 

 資料４の22ページのまとめのところですけれども、これからの検討方向ということで、

まず（１）の窓口のお話ですけれども、まず１つ目の、小売部門が行うことは通常適切で

はないと考えているというその言葉と、その後、例外的にできることがあるのではないか

という書き方になっていて、各先生方のお話を聞きながら、そういうこともあるのかとは

思いましたが、やはり私の立場からすると何となく不透明な部分が残る。つまり、この場

合、この場合の「この場合」の範囲がよくわからないというかな、曖昧になる可能性があ

るなと思っているということをお聞き届けいただきたいということで。 
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 下の２番の２つ目の話も多分同じ話だと思うのですけれども、できるだけきめ細かく新

電力さんの本当の気持ち、今、もちろんお二方出てきてくださっているけれども、新電力

の大きなところなので、それほど大きくなく、すごく頑張っていて、市場から買いたいと

思っても手に入らないということをいったりして困っているようなところ、どこと具体的

なところはわかりませんけれども、そういう意味で、きめ細かく新電力さんの意見を聞き

取ってくださるようにお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、安藤委員、お願いします。 

○安藤委員  短く１点だけ。 

 資料４の12ページで、小売が余った分を卸で転売する。これについては、皆様、余り異

論というか、経済的にも仕方ないことのようにおっしゃっていますが、個人的にはちょっ

と気になっております。多目にとっておいて、要らなかった分だけ、また卸として小売が

出すということが可能になってしまうこと自体に問題はないのかと個人的には考えており

ます。 

 今月の８日に、音楽コンサートやスポーツイベントのチケットを転売することを禁止す

る法律が通りました。そこでは販売価格を超える価格で業としてチケットを転売すること

を禁じるというようなものが入ったわけですが、今回、この小売が余った分を売るという

点についても、価格を上乗せして、利益を乗せて卸が出すのではなく、発電が同じ条件で

あったらこの価格で売っていたというのが条件で外に出さないといけないのではないかと

か、小売が余った部分だから出して、小売が担当していいのだよというところについても、

ちょっとそれで大丈夫かということをご確認いただければと思いました。 

 以上です。 

○稲垣座長  皆さん、ありがとうございました。法的分離というその一定の枠の中で、

公正とは誰の公正をいうのか。それからもう一つは、事実を調査した上で今後やっていく

わけですが、事実については時系列を正確に認識した上で、その主体ですね。意思決定の

主体、窓口という現象的な問題でなくて、意思決定をどういうプロセスで具体的に誰がや

るということなのかということの具体的な調査をきちっとしろというご意見、さまざまあ

りました。 

 ただ、事務局のそのご提案については大方ご了解を全てのこの３つについてはいただい
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たと思いますので、事務局については、皆様のきょうのご議論を踏まえて、この方向で進

めていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、どうぞよろしくお願いします。 

 では、次にいきたいと思います。再エネ出力の制御時の卸電力市場について、事務局か

ら説明をお願いします。 

○木尾取引制度企画室長  資料７でございます。この秋の再生可能エネルギー出力制御

時の卸電力市場の状況と今後の対応というところでございます。時間も時間でございます

ので、簡潔に説明させていただきます。 

 まず２ページ目でございますけれども、問題意識を簡単に書かせていただいてございま

す。この秋、九州エリアにおいて８回にわたる再生可能エネルギーの出力制御があったと

いうことでございますけれども、次の３点の事象について原因を分析してございます。１

点目が、実需給の出力制御が予定されているということでございますけれども、九州エリ

アの供給が需要を上回る見込みにもかかわらず、スポットのエリアプライスが３～７円ぐ

らいということになってございまして、本来、０円近傍で約定することが自然ではないか

ということが１点目です。 

 ２番目、同様でございますけれども、インバランス料金についても出力制御の影響が適

切に反映されていないのではないかということ。 

 ３点目としては、出力制御期間に該当するコマでは、結果として、スポット入札終了時

点では連系線に空き容量が発生しているということについての原因を分析し、対応を提案

するものでございます。 

 ３ページ目にエリアプライスの状況、４ページ目にインバランス料金の状況を紹介させ

ていただいてございます。 

 ５ページ目に連系線の活用の状況。スポットの入札終了時点では、結果として、連系線

の空きがあったということでございます。これはあくまで誤解がないようにでございます

けれども、実需給のときに結果として過剰に出力制御したかどうかということではなくて、

結果としてこれらの空き容量は、スポット入札終了後、実需給前に広域機関による長周期

広域周波数調整を通じて九州から他エリアへ送電されることで最大限活用され、他エリア

での下げ調整が必要となったということでございますけれども、小さな字で書かせていた

だいてございますが、仮にスポット市場を通じて連系線がフルに活用されたということで

あれば、九州エリアを除く西日本エリアのエリアプライスが下がっていたと、広域メリッ



- 36 - 

 

トオーダーが機能していたはずであるということでございます。 

 その上で、下げどまりの原因について、７ページ以降で紹介させていただいてございま

す。まず「エリアプライスの下げ止まりの原因」でございますけれども、ＦＩＴ余剰分に

ついて、いわゆるＦＩＴ制度上の回避可能費用で売り入札がされていたというところが原

因なのではないかと考えてございます。 

 その上で、13ページでございますけれども、「スポット約定後に連系線空き容量が発生す

る原因」についても紹介させていただいてございます。２日前、前々日に、旧一電の送配

電部門が需要予測、供給力の予測をすると、その差分が出力制御になるということでござ

いますけれども、実際にはその連系線のフルの活用も踏まえた小売の需要予測が確定する

のはスポット市場でございますので、エリアの送配電を予測するエリア需要とスポット市

場における小売ＢＧの需要の積み上げとは必ずしも一致しないというところが、この出力

制御の誤差、あるいは連系線空き容量が発生する要因になっていると考えてございます。 

 対応策でございますけれども、14ページ、論点１、限界費用の考え方ということでござ

います。結論としては、太陽光についての限界費用について従来必ずしも明確化されてい

なかった部分がございますけれども、買取事業者が発電量をできるかできないかに分けま

して、コントロールできない場合については限界費用を、現状、現行の取引所のシステム

上、0.01円ということになってございますけれども、最低入札価格とすることが適切なの

ではないかと。 

 一方で、買取契約上、買取事業者が発電量をコントロールできるという場合については、

買取価格が限界費用になるのではないかということでございます。 

 あわせて15ページでございますけれども、「ＦＩＴの特例①について」の運用について、

こういった状況においては市場連動価格が回避可能費用になり得るというところについて

は必ずしも明確になっていないということでございますので、こういうことを明確化する

ことについて提案させていただいてございます。 

 17ページでございますけれども、出力制御量の算定方法というところでございます。結

論として、スポット市場の売れ残りの量を出力制御量の基礎にすればいいのではないかと

いうことを提案させていただいてございます。 

 最後、18ページ、インバランス料金の算定方法というところでございます。別途、逼迫

時のインバランス料金について、より上乗せするという仕組みが検討されているところで

ございますけれども、出力制御時等々においては、これが確実にゼロになるような算定方
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法も考えられるのではないかということを検討していくことが望ましいという形で示させ

ていただいてございます。 

 以上です。 

○稲垣座長  それでは、きょうは３時までの予定ですけれども、この資料７については

スライド14以下の論点１、２、３、４について、この方針でいけというか、あるいは今後

もう少し議論しろというか、このあたりに焦点を当ててご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、大橋委員、お願いいたします。大橋委員、途中でご退席になるので。 

○大橋委員  まず資料７ですが、非常にタイムリーな資料だなあと思って伺っていまし

た。まず、問題意識として、２ページ目にいただいていますけれども、この２ページ目の

①で、いろんな制度上の理由で、今回、３～７円ぐらいのエリアプライスだったというこ

とですけれども、仮に余剰があるときの価格が幾らになるのかというと、それはゼロ近傍

なのかどうかというのはわからんなあと思っていて、場合によったらマイナスになったっ

ていいのではないかなあという気がします。理論的にはということですが。 

 ＪＥＰＸの市場がそれを許さないとかいろんな理由がもしかするとあるかもしれません

が、べき論からすると、マイナスでもいいのではないかと思うというのがまず１点です。 

 で、先ほど座長から論点をいただいていますが、まず、論点１のところが若干わかりに

くいなあと思っているのですけれども、これは発電量をコントロールできるかできないか

で分けてあるのですけれども、ちょっと理解間違っているかもしれない中で私の意見だけ

申し上げますが、そもそも今回の問題は、回避可能原価が、ある種、経過措置期間中で多

分ある水準の価格に固定されてしまっている部分がある。これが仮に市場連動だとしたら

それほど大きな問題にならなかったのではないかという感じがするという点でいうと、も

しかすると今回の話というのは、経過措置がいつ切れるのかというのはよくわかっていな

いのですけれども、その時期までの暫定的な期間についての話をされているのではないか

と私は認識しているのですが、どうでしょうか。 

 なおかつ、発電量をコントロールできるかできないかというのが何を意味しているかと

いうことですけれども、例えば、現在、小売事業者、一般電気の小売部門が買っていると

しても、彼らはもしかするとコントロールしていなくて、ＦＩＴについては割り付けられ

ているのかと思うと、小売はこれをコントロールしているというのでしょうか、いわない

のでしょうか、というのはよくわからないところですが、そういう人たちにとっても、結

局、７円だったら７円補填しなければいけないという部分でいうと、その分の持ち出しが
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あって、そこの部分を持ち出しがないような形で、回避可能原価が７円だとすれば７円で

入れていたということだったのかなという感じがしているのです。ちょっと事実認識が間

違っていたら申しわけないですが、そういう意味でいうと、市場連動であれば問題ないの

か、あるいは送配電買い取りにしてしまえば問題がないのか、このような論点と合致して

いるのかどうかなあというのは１つ思った点です。 

 論点３とか、ここのあたりは理にかなっていると思っていまして、ある意味、売れ残っ

た量を連系線容量としてきちっと反映していただければ売れ残りなんていうことは起きな

いでしょうし、また、インバランス料金についても、これも整合性とっていかないといけ

ないというのはおっしゃるとおり。 

 いずれにしても、余ったときは適正価格がゼロなのかマイナスなのかというのは論点と

して残るような気はしますけれども、現在の価格は明らかに高いので、方向性としては下

げる方向にどうやって制度を変えていくのかという方向性はいいのかなと思います。 

 以上。 

 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、木尾室長、先ほどの今後の議論の前提となる事実についてのご説明の後、松

村委員のほうにご発言いただきたいと思います。 

○木尾取引制度企画室長  まず、この限界費用の０円というところについていうと、限

界費用は回避可能費用に該当するかどうかというところがポイントになるだろうと思って

いますけれども、私の理解では、これを買い取るか買い取らないかというところについて

は、買い取る義務なので、そこについては裁量はないと。したがって、電気はとにかく流

れ続ける、発電所のほうで受けなければならないというところでいうと、それを市場で売

却するに当たっては０円で入れるということが一番合理的なのではないかということでご

ざいます。 

 その上で、おっしゃるとおり、特例③に将来的になっていくとか、あるいは特例中の世

界でも、ここに書いてございますけれども、市場連動価格になるということがベースにな

るということは望ましい姿だろうと考えてございます。 

○稲垣座長  それでは、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  今の点、まさに木尾室長が正しく答えてくださったので、これ以上発言す

る必要はないとは思うのですが、要するに、これは固定費用なのか可変費用なのかという
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ことをいっているのにすぎない。昔々大昔、旧一般電気事業者が札入れをするときに、限

界費用ではなく固定費用を乗っけていたわけですよね。それは固定費用まで回収できなけ

れば採算割れになるからといい、しかし、それはどう考えても論理的におかしいでしょう

と。これは札入れしたのはそれよりも低い価格では売らないというだけのことであって、

価格はその価格で売るか、あるいはそれよりも高い価格がついて、それで売れる、そうい

うことになっている。 

 そうすると、実際に自分が札を出して、その結果として、もし売れなかったら、炊き減

らす、売れたらそこまで炊く。そうすると、その部分のコストの差の部分、ここだけで判

断するのが合理的でしょう。つまり、限界費用だけで判断するのが合理的ということで今

のルールになったわけですよね。 

 そうすると、今回の回避可能原価は、売れなかったら、では発電が絞られて、回避可能

原価の分で払うお金が減るのかというとそんなことないので、この部分は、分類でいえば

可変費用なのか固定費用なのかということでいえば、完全に固定費用。だから、設備費用

を限界費用ベースに乗せないのと全く同じ理由で、当然に乗せないはずだという当たり前

のこと。今までの基本原則をもう一回確認した。その上で逸脱した行動をとっているとこ

ろに対して警告を出したということだと思います。 

 それから、価格がマイナスが望ましい、ドイツのような格好にするのが望ましいかどう

かというのは大問題だと思います。ただ、仮にマイナスが許されるべきだという論者がい

たとして、下限はゼロでいいという論者がいたとして、本来なら０円近傍になるところが

３円とか７円とかになっているのはおかしいではないかという点については、どちらの論

者も全く同じように、やはりそれはおかしいとなるはず。ゼロから、もっと下がらなけれ

ばいけないと考えるのかどうかという問題がどのように整理されようと、今回のものが改

善である点については全く異論ないはず。その問題とは基本的に関係ない議論だと思いま

す。 

 それから次に、今回の回避可能原価というのは、そもそもこういうたてつけになってい

るのが問題だという指摘に関しては、この委員会がこのような提言を出すことは合理的だ

と思います。確かに、そこの制度、もっといい制度があるなら制度を変えていくべきで、

そう提言するのはとても合理的だと思います。 

 ただ、大橋さんや私がこれをいう、ましてや旧一般電気事業者がいうなどということが

あったとすると、正しい発言ではあるかもしれないけれども、私はちょっと割り切れない
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ものがあります。そもそも何でこんな制度になったのだということ、誰が強行に主張した

のだと。こういう制度を改革しなさいと強行に主張したときに反対したのは誰だったのだ

ということをもう一回思い出していただきたい。まるで他人事のようにいうというのは若

干無責任な気がします。ただ、いずれにせよ、よい方向に変えるというのはとてもいいこ

となのではないかと思います。 

 それから、売りのインバランス料金に関しても、ここの提言は全くもっともなこと。わ

ざわざ変なことをする誘因が残るようなインバランス料金の体系は一刻も早く改めるべき

だというのは正論だと思います。 

 ただ、これが理由で高い価格をつけるというのは、私は許されないと思っています。実

際に、例えばインバランス料金のほうがスポット市場の価格よりも低いということがあり、

したがって、わざわざスポットなどで買わなくても、インバランス払えばいいんだという

発想は本来認められないはず。もちろんそんなことにならないようにインバランス料金を

変えるべきだというのは正しいわけですけれども、インバランスを出す方が得だから例え

ば不足インバランスを出して当然という発想は、基本的には許されないはず。いろんな形

で規制が入り、だから広域機関でも何らかの対応をとっている。売りのほうだって、余剰

インバランスだって当然同じ。より高い値段で売れるのだから、スポットのほうでわざわ

ざ低く売らないなどというのを支配的事業者がやる理由には決してならないと思います。 

 それから、今回ここで議論されたのはタイムリーといいますが、しかし、これは確かに

私が直近の系統ＷＧという別の場で大騒ぎしたことでようやく取り上げていただいたわけ

です。しかし私はことし初めていったわけでない。将来に出力抑制が十分予想されている

段階で、もうずうっと前から、そういう局面では絶対そうだとはいわないけれども、卸市

場価格が０円近傍になるのは自然。そうならないということがあったら直ちに調べなけれ

ばいけないし、そういう不自然なことが起こらないようにすべき、ということをもう何度

も何度も事前に警告していたのにもかかわらず、支配的事業者が漫然と回避可能原価で入

札していたのは大変遺憾。大変遺憾だけれども、しかし、これを機に直ちに改めるという

ことであれば弊害は極めて小さいところで食いとめられたので、その点では大きな前進だ

と思います。しかし私は、こういう、本来固定費用、可変費用というのを考え、限界費用

で入札するという原理を追求していればこんなことは起きなかったはずのこと。こんなこ

とを１年以上前からずっと言い続けていたのにもかかわらず対応せず、漫然とやってしま

った事業者が出たことは大変遺憾です。 
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 以上です。 

○稲垣座長  大橋委員、お願いします。 

○大橋委員  本当に帰らなければいけないのですけれども、１点だけ。 

 松村さんのおっしゃることは全部正しいと思いますけれども、ちょっと岩船さんからい

えといわれているのでいっているのですけれども、私が何か強硬に主張して、制度が入っ

たものが何かあったのかなというのがよくわからなくて、特段、そんな強硬に主張したこ

とはなかったなあということを申し上げておきます。ちょっと私の記憶が飛んでいるのか

もしれませんが、ちょっとそれだけ、誤解があると申しわけないので。 

○稲垣座長  全体の予定時間が３時なのですね。今もう一つ議題が残っているので、ち

ょっとお伺いしたいのですが。 

 福田オブザーバー。では、ご発言はお願いしますが、大方の、要するにこれでいけとい

うことなのか、さらに議論する必要があるということなのか、そこだけちょっとお伺いし

たいので、福田オブザーバーのご発言の後、それをお伺いしたいと思います。 

○福田オブザーバー  ありがとうございます。 

 私どもといたしましては、ＦＩＴの買取義務者として、日ごろから自社電源の抑制、揚

水の活用ですね。ＦＩＴ電気の最大限の受け入れには努めているところでございますが、

ただ、10月以降、このような最大限の努力を行ってもなお余剰となる出力制御が発生する

という状況が生じました。ＦＩＴの余剰分の売り入札についての問題が顕在化いたしまし

たけれども、今回早急にご対応いただきまして、本当にありがとうございます。感謝いた

します。 

 私どもとしましては、もしここでご同意いただけるのでございましたら、今回の整理を

踏まえて適切に対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ということでございます。それでは、このような対応をすると、していけ

というご意向と皆さんからお伺いしてよろしいですかね。 

     （「はい」の声あり） 

 それでは、事務局においてこのような対応を進めていただきたいと思います。 

 それでは、大変残り時間少ないのですが、次の最後の議題、事務局から説明をお願いし

ます。 

○木尾取引制度企画室長  資料８でございます。「今後の中期的な卸電力市場政策につい
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て」という紙でございます。 

 まず、議論の概要でございますけれども、これまで卸電力市場の育成を図る観点から、

旧一般電気事業者の自主的取組を中心にして、スポット市場の流動性向上に焦点を当てた

取組を行ってきたということでございます。 

 一方で、先ほどの資料４に関する議論もございましたけれども、中長期の取引、先渡、

相対取引等は低調でございますし、小売や発電の収益の安定化といったような課題も顕在

化しつつあるのかなと考えてございまして、きょうだけでなくて、今後、本専門会合にお

いて、この卸電力市場の政策に関して、これまでの取組や到達点を振り返った上で、中期

的な姿を改めて整理していくことにしたいと考えてございます。 

 その上で、４ページから「スポット市場の流動性増大」について紹介させていただいて

ございまして、５ページのほうで旧一電にご協力いただいているその取組についてリスト

アップさせていただいてございます。 

 ６ページに、そのスポット以外の取引所市場についてご紹介させていただいてございま

すけれども、先渡は低調であるということでございます。 

 ８ページ目に相対取引の状況をお示しさせていただいてございます。 

 一方で、９ページ目にイギリスの状況を書かせていただいてございますけれども、やや

毒々しい色ではございますが、先渡相対取引が圧倒的な量を占めているということでござ

います。 

 それを踏まえまして11ページ以降に、この卸電力市場を巡る重要な事象・環境変化とし

て事務局が捉えているものについて３点ばかり紹介させていただいてございます。１点目

がスポットの価格のスパイクの発生。２つ目が、先ほどの時間前市場の議論と重複すると

ころでございますけれども、再エネ増加等による需給調整タイミングの変化。３つ目に、

大きな取引量をもつ事業者属性の変化。旧一電だけではないというところでございます。 

 それを踏まえまして、もう時間がございませんので論点について飛ばさせていただきま

す。20ページでございます。今後どういうところについて論点として認識をし、議論をし

ていく必要があるかというところについてお示ししているものでございます。事務局がま

だ認識できていないところ、想像力が足りないところも多々あるだろうと思ってございま

すのでご指摘いただければと思ってございますけれども、まず、論点１として、卸電力市

場に期待される役割と位置づけを書かせてございます。説明ははしょらせていただきます。 

 その上で、論点２として、短期市場における流動性と価格指標性について書かせていた
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だいてございます。基本的には24ページでございますけれども、スポット、時間前で大部

分のコマでは一定の流動性は確保されているという認識をもってございますけれども、一

方で需給逼迫時における流動性や価格指標性についてはなかなかご議論があるところかな

と思ってございます。 

 ただ一方で、経済ＤＲの大幅な増加がない限りは、逼迫時の流動性を期待することもな

かなか難しいのが現実かなあと考えてございます。 

 論点３、需給調整のタイミングについては、時間前市場のところで説明させていただい

たのではしょらせていただきます。 

 さらに論点４、27ページ、「中長期市場の育成」でございますけれども、価格のスパイク

というものについてどのように捉えるのかというところでございます。こちらについては、

先ほど申し上げましたとおり、逼迫時の流動性の確保というのはなかなか簡単ではないと

いうことを踏まえますと、むしろ新規参入者、あるいは新電力の調達手段がスポットに偏

っているというところがむしろ問題なのではないかと考えてございます。 

 最後、論点５、「市場構造の変化に伴う取引規制の在り方」というところで、こちらにつ

いては、旧一電を中心としたモニタリングの体系をつくり規制を行っているところでござ

いますけれども、今後どのようにあるべきかというところで、行ったり来たりで大変恐縮

でございますけれども、16ページに「大きな取引量を持つ事業者属性の変化」を紹介させ

ていただいてございます。 

 左下に図を書いてございますけれども、これは間接オークション開始前の９月の図で、

売りポジションをもっているところでも、上位10社のうち４社は旧一電以外になっている、

こういう構造にあるというところでございます。 

 その上で、29ページ、最後のページでございますけれども、本日の議論、お願いした上

で、考察すべき卸電力市場を巡る事象・環境変化を特定した上で、今後、中期的な卸電力

市場の全体的な方向性について並行して議論を深めていくこととしてはどうかということ

を提案させていただいてございます。 

 事務局からは以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。本件については今後継続的に議論を進めていく

ことにしております。進め方については、議論を深める、それから関係事業者とのヒアリ

ングの実施、それから諸外国の実例の調査、有識者からのプレゼンテーションということ

で進めてまいります。 
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 というわけで、きょうのところはゆっくりご意見を伺うことができないのですが、きょ

うここでぜひというご発言があればお伺いしたいと思いますが、よろしいですか。 

 谷口オブザーバー、お願いします。 

○谷口オブザーバー  すみません。簡単に１つだけお願いします。 

 この卸市場の検討の進め方、これ自体は異論ないのですが、最終的に小売競争がちゃん

と活性化していくことを考えると、小売の実態もあわせてみていただくことと、もう一つ、

今重要だと思っているのは、エネ庁のほうで議論されていることもありますけれども、非

化石の価値の影響というのも出てきて、せっかく卸市場が今の課題意識の中で活性化して、

競争が進みそうなところに非化石価値の影響で競争が歪むということにもなりかねないと。

具体的には、今、大型の水力、原子力の非ＦＩＴを価値化して流動化しようという動きが

ございますが、これの影響が、制度設計によってはこの卸市場をせっかく活性化してもこ

っちが負担になってなかなか活性しないということにもなりかねないので、小売の実態と

あわせて、ほかの小売競争を取り巻く環境を踏まえて整合的なところをとりながら検討を

進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、委員、オブザーバーの皆様、また、これについてご意見あれば委員会のほう

にお寄せいただいて、今後の議論に生かしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、皆さん、貴重なご意見、ご指摘、ありがとうございました。本日予定してい

た議事は以上でございます。次回会合については追って事務局からご連絡を申し上げます。 

 それでは、35回制度設計専門会合はこれにて終了いたします。ありがとうございました。 

                                 ――了―― 

 


